
安芸川・伊尾木川水系
流域での取組と検討事項
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流域治水の基本的な考え方
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流域治水に係る対策

１ 洪水を安全に「ながす」対策
（１）河川整備の推進【高知県】
（２）適切な河川等の維持管理【高知県】
（３）内水排除【高知県、安芸市】

２ 流域で雨水を「ためる」対策
（１）ダムにおける事前放流の実施【四国電力】
（２）森林の保全・整備【高知県、四国森林管理局、森林整備ｾﾝﾀｰ、安芸市、流域関係者】
（３）農地の保全・整備【高知県、安芸市】

３ 氾濫を一定の地域に「とどめる」対策
（１）砂防関係施設の整備【高知県】
（２）ため池の防災工事及び維持管理【高知県、安芸市】

４ 水害に「そなえる」対策
（１）土地利用の検討【高知県、安芸市】
（２）水害リスクの低い地域への重要施設の移転【安芸市】
（３）水位計・カメラの設置、水位情報及び土砂災害計画情報の提供
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【高知県】
（４）避難の判断に必要な情報の提供【高知県】　　　
（５）各種浸水想定区域、土砂災害警戒区域の指定、公表【高知県】
（６）各種ハザードマップの作成、公表、周知【安芸市】
（７）安全な避難のための取組・防災教育【高知県、安芸市、流域関係者】
　　　（要配慮者利用施設避難確保計画の作成の促進、自主防災活動の推進）
（８）発災時の応急措置及び発災後の早期復旧のための取組【国、高知県、安芸市、流域関係者、民間企業】
　　　（防災拠点と緊急輸送ルートの確保、災害時の支援協定）
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安芸川河川改修（高知県）

平成30年7月豪雨と同規模の降雨による洪水に対して、氾濫による浸水被害を防止するための河川改修（築堤・河床掘削）を実施する。

ながす安芸川水系

安芸川本川

事業区間　L=8.0km
江ノ川合流点～安芸市栃ノ木
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江ノ川河川改修（高知県）

　江ノ川では、上流に放水路である派川帯谷川が開削された以降も、昭和４７年７月の豪雨等により大きな
被害を被ったことから、派川帯谷川分派点から安芸川合流まで河積拡大、法線是正等が現在までに実施され
ている。しかしながら、河川沿いに宅地が密集する等の背後地の状況から、抜本的な改修には至っておらず、
平成１６年１０月台風２３号では、流下能力不足により、甚大な浸水被害が発生している。

写真：平成１６年１０月台風２３号による江ノ川梶橋上流右岸付近の浸水状況 過年度の検討業務より

ながす

支川江ノ川 平成16年10月台風23号と同規模の降雨による洪水に対して、氾濫による浸水被害を防止するための整備内容を設定する。
 （L=2.0km　左岸：安芸市港町1丁目～安芸市西浜　右岸：安芸市日ノ出町～安芸市宝永町）

安芸川水系
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・洪水の流下に支障を及ぼす土砂、立木の撤去を毎年度実施。

・局所洗掘や土砂の再堆積が懸念される箇所等の重点的な河川巡視やモニタリングを実施し、適切な河川管理に努める。

着手前 完成

完成着手前

完成着手前

安芸川

伊尾木川

帯谷川

安芸川・伊尾木川水系河川維持管理（高知県） ながす安芸川・伊尾木川水系

河床掘削位置図
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土居玉造地区

内水排除（高知県、安芸市）

　出水時、安芸川・伊尾木川の水位上昇に伴い、内水の排除が困難となる区域が存在する。
　内水排除の方法等について、県、安芸市で検討を行う。

ながす安芸川水系
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伊尾木川

安芸川
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伊尾木川ダムにおける事前放流の実施（四国電力）

1 早明浦ダム 水資源機構
2 大橋ダム 四国電力
3 長沢ダム 四国電力
4 大森川ダム 四国電力
5 穴内川ダム 四国電力
6 稲村ダム 四国電力
7 永瀬ダム 高知県河川
8 吉野ダム 高知県企業局
9 杉田ダム 高知県企業局
10 大渡ダム 国交省
11 桐見ダム 高知県河川
12 筏津ダム 四国電力
13 中筋川ダム 国交省
14 横瀬川ダム 国交省
15 初瀬ダム 四国電力
16 津賀ダム 四国電力
17 鏡川 鏡ダム 高知県河川
18 松田川 坂本ダム 高知県河川
19 香宗川 鎌井谷ダム 高知県河川
20 以布利川 以布利川ダム 高知県河川
21 伊尾木川 伊尾木川ダム 四国電力
22 国分川 休場ダム 四国電力
23 魚梁瀬ダム 電源開発
24 久木ダム 電源開発
25 平鍋ダム 電源開発

水系 ダム名 管理者

物部川

仁淀川

渡川

奈半利川

吉野川

ためる伊尾木川水系
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Ⅲ 森林の整備・保全

〇安芸川流域市町村には、民有林6.3万ha、国有林2.0万ha、計8.3万ha（うち人工林5.4万ha）の森林（流域市町村の土地面積の約84％）が存在。
〇これまでの５年間において、植林や間伐などの森林整備事業を3,711ha、渓間工28箇所、山腹工9.81haの治山事業を実施。
〇森林は山地災害防止機能や水源かん養機能等の公益的機能を有しており、この機能の適切な発揮に向け森林整備・保全の実施が重要。

安芸川流域の森林の整備・保全に向け、関係機関と連携し森林整備及び治山事業を計画的に実施し、樹木の生長や下層植生の繁茂を促し森林
土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。

Ⅰ 森林の有する機能について

Ⅱ これまでの実施状況（過去5年間の実績）

１．持続可能な森林経営

森林の持つ多面的機能を将来にわたって発
揮させていくためには、適切な森林の経営管
理により、豊かな人工林資源を「伐って、使っ
て、植える」という形の循環利用が必要。

２．森林施業による土砂流出抑制効果等

森林整備により下層植生を繁茂させ、降雨に
伴う土壌流出を抑制。

H28 H29 H30 R元 R2 計

森林整備事業 772 698 655 800 786 3,711

治山事業 渓間工 4 3 6 6 9 28

山腹工 0.88 3.54 3.79 0.57 1.03 9.81

※ 高知県の森林・林業・木材産業及び四国森林管理局業務資料より
※ 安芸川流域に係る高知県の市町村内の実績を計上

（単位：ha、渓間工は箇所）

◆森林の整備・保全を行う機関と事業◆
林野庁 四国森林管理局：森林整備事業、治山事業
(国研)森林研究・整備機構 森林整備センター 高知水源林整備事務所：水源林造成事業
高知県：造林事業、木材安定供給推進事業、緊急間伐総合支援事業、山地治山事業、水源地域等保安林

整備事業、山地防災事業等
市町村：森林環境譲与税を活用する事業等

※ 出典：林政審議会（林野庁）資料

針広混交林 育成複層林

水源林の整備

（実施前） （実施後）

間伐植林

治山事業

※ 出典：林野庁ホームページ

渓間工

　　森林の保全・整備（高知県・安芸市・四国森林管理局・森林整備センター）安芸川水系 ためる
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〇伊尾木川流域市町村には、民有林2.2万ha、国有林0.6万ha、計2.8万ha（うち人工林1.8万ha）の森林（流域市町村の土地面積の約89％）が存在。
〇これまでの５年間において、植林や間伐などの森林整備事業を1,349ha、渓間工6箇所、山腹工0.83haの治山事業を実施。
〇森林は山地災害防止機能や水源かん養機能等の公益的機能を有しており、この機能の適切な発揮に向け森林整備・保全の実施が重要。

伊尾木川流域の森林の整備・保全に向け、関係機関と連携し森林整備及び治山事業を計画的に実施し、樹木の生長や下層植生の繁茂を促し森林土壌等の
保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。

Ⅰ 森林の有する機能について

Ⅱ これまでの実施状況（過去5年間の実績）

Ⅲ 森林の整備・保全
１．持続可能な森林経営

森林の持つ多面的機能を将来にわたって発
揮させていくためには、適切な森林の経営管
理により、豊かな人工林資源を「伐って、使っ
て、植える」という形の循環利用が必要。

２．森林施業による土砂流出抑制効果等

森林整備により下層植生を繁茂させ、降雨に
伴う土壌流出を抑制。

H28 H29 H30 R元 R2 計

森林整備事業 332 236 200 307 274 1,349

治山事業 渓間工 1 1 2 1 1 6

山腹工 0.08 0.43 0.28 - 0.04 0.83

※ 高知県の森林・林業・木材産業及び四国森林管理局業務資料より
※ 伊尾木川流域に係る高知県の市町村内の実績を計上

（単位：ha、渓間工は箇所）

◆森林の整備・保全を行う機関と事業◆
林野庁 四国森林管理局：森林整備事業、治山事業
(国研)森林研究・整備機構 森林整備センター 高知水源林整備事務所：水源林造成事業
高知県：造林事業、木材安定供給推進事業、緊急間伐総合支援事業、山地治山事業、水源地域等保安林

整備事業、山地防災事業等
市町村：森林環境譲与税を活用する事業等

※ 出典：林政審議会（林野庁）資料

針広混交林 育成複層林

水源林の整備

（実施前） （実施後）

間伐植林

治山事業

※ 出典：林野庁ホームページ

渓間工

森林の保全・整備（高知県・安芸市・四国森林管理局・森林整備センター） ためる伊尾木川水系
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森林の保全・整備（安芸市・流域関係者） ためる

11

協定締結日 企業・団体名 協定森林の名称 面積

H19.8.6

～H22.8.5
日本興亜思いやり倶楽部 日本興亜・畑山の森林

（もり）
142ha

H21.2.3

～H25.3.31
三菱商事株式会社 三菱商事　千年の森 251ha

H21.5.15

～H26.5.14
東京海上日動火災保険
株式会社

東京海上日動　未来への
森 47.1ha

H22.9.14

～H25.9.13
日本興亜思いやり倶楽部

日本興亜・畑山の森林
（もり） 30.28ha

H25.4.1

～H30.3.31
三菱商事株式会社 三菱商事　千年の森（第

２期）
263ha

H26.5.15

～H31.5.14
東京海上日動火災保険
株式会社

東京海上日動　未来への
森（第２期）

67.2ha

H30.4.1

～R5.3.31
三菱商事株式会社 三菱商事　千年の森（第

３期） 263ha

R元.5.15

～R6.5.14
東京海上日動火災保険
株式会社

東京海上日動　未来への
森（第３期） 86.7ha

安芸川・伊尾木川水系



農地の保全・整備（高知県・安芸市）

〇国土の保全、水源の涵養（かんよう）などの多面的機能を発揮するには、農地を保全する
ことが必要
〇そのため、農地の整備などの基盤整備や地域の住民主体による農業用施設の適正管理等を
推進することにより、耕作放棄を抑制し、農地を維持
＜高知県における農地の現状＞
　農振農用地29,854ha　耕地面積27,000ha　水田面積20,400ha　水稲作付面積11,400ha

Ⅰ　これまでの取り組み実績について（流域内）

Ⅱ　今後の取り組みについて（県下全域）
〇多面的機能支払交付金の実施面積の拡大、活動の充実化
•農地として管理し、耕作放棄の発生を抑制
•多面的機能（水源の涵養など）を維持
•田んぼダムの検討（取組にあたっての課題整理、住民の意識醸成等）

〇基盤整備の推進
•土地条件（形状や排水等）が悪い農地は耕作者から敬遠されるため、
耕作の放棄が増加
⇒地形条件や地域のニーズに応じた農地の整備を実施し、効率的な営農
を行うことで農地を保全

•農業水利施設の整備により、新たな湛水被害等を防止

※県農業基盤課調べ ※交付金対象農地は、農振農用地

※令和元年データ

〇農地の整備済面積（単位:ha） 〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）
基盤整備事業 令和元年度まで

流域のほ場整備面積 172

年度 H27 H28 H29 H30 R元 ・ Ｒ5(目標)
取組面積 8,940 9,339 9,253 9,437 9,211 ⇒ 9,800

組 織 数 318 334 331 341 333 ⇒ -

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 ・ Ｒ5(目標)

整備済面積 10,014 10,029 10,046 10,067 10,092 ⇒ 10,331
単年度整備 10.2 14.9 17.2 21.0 25.2 ⇒ 81.0

〇農地の整備済面積及び単年度整備面積（単位:ha） 〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）

多面的機能支払交付金 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元
取組面積(活動組織数) 45(4) 45(4) 45(4) 44(4) 43(4)

※県農業基盤課調べ ※交付金対象農地は、農振農用地※１組織は伊尾木川流域のエリアと重複

安芸川水系 ためる
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農地の整備・保全（高知県・安芸市）

〇国土の保全、水源の涵養（かんよう）などの多面的機能を発揮するには、農地を保全する　
ことが必要
〇そのため、農地の整備などの基盤整備や地域の住民主体による農業用施設の適正管理等を
推進することにより、耕作放棄を抑制し、農地を維持
＜高知県における農地の現状＞
　農振農用地29,854ha　耕地面積27,000ha　水田面積20,400ha　水稲作付面積11,400ha

Ⅰ　これまでの取り組み実績について（流域内）

Ⅱ　今後の取り組みについて（県下全域）
〇多面的機能支払交付金の実施面積の拡大、活動の充実化
•農地として管理し、耕作放棄の発生を抑制
•多面的機能（水源の涵養など）を維持
•田んぼダムの検討（取組にあたっての課題整理、住民の意識醸成等）

〇基盤整備の推進
•土地条件（形状や排水等）が悪い農地は耕作者から敬遠されるため、
耕作の放棄が増加
⇒地形条件や地域のニーズに応じた農地の整備を実施し、効率的な営農
を行うことで農地を保全

•農業水利施設の整備により、新たな湛水被害等を防止

※県農業基盤課調べ ※交付金対象農地は、農振農用地

※令和元年データ

〇農地の整備済面積（単位:ha） 〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）
基盤整備事業 令和元年度まで

流域のほ場整備面積 81

年度 H27 H28 H29 H30 R元 ・ Ｒ5(目標)
取組面積 8,940 9,339 9,253 9,437 9,211 ⇒ 9,800

組 織 数 318 334 331 341 333 ⇒ -

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 ・ Ｒ5(目標)

整備済面積 10,014 10,029 10,046 10,067 10,092 ⇒ 10,331
単年度整備 10.2 14.9 17.2 21.0 25.2 ⇒ 81.0

〇農地の整備済面積及び単年度整備面積（単位:ha） 〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）

多面的機能支払交付金 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元
取組面積(活動組織数) 15(2) 15(2) 15(2) 15(2) 15(2)

※県農業基盤課調べ ※交付金対象農地は、農振農用地※１組織は安芸川流域のエリアと重複

伊尾木川水系 ためる

13



高知県

徳島県

香川県

愛媛県

位置図

安芸川

安芸川

久清谷川(砂防)

砂防関係施設の整備（高知県） とどめる安芸川水系

○安芸川流域を含む安芸市では、土砂災害警戒区域３００箇所、土砂災害特別警戒区域２７８箇所がある。
○砂防関係施設の整備により、土砂や流木の流出を防止・抑制する。
○現在、安芸川流域で砂防関係施設を整備中。

14



小谷池

内原野池

龍王池

安芸川流域に2か所（小谷池、内原野池）、
伊尾木川流域に1か所（龍王池）のため池がある。

項目 備考

防災工事 ・全面改修は県が、部分改修は安芸市が行う。
・地元調整等は安芸市が行う。

防災点検
・管理者及び安芸市が年1回ため池の現状を確認。
・異常が確認された場合は県が立会を行い、対策を検討。

               防災重点農業用ため池の防災工事及び維持管理（高知県・安芸市） とどめる

15
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龍王池



【まちづくり方針】

　健康で安心して暮らせる人にやさしいまちづくり、元気でにぎわいのあるまちづくり、多極ネットワーク型のコンパクトなまちづくり、
　災害に強いまちづくり、自然豊かで固有の歴史・文化を活かしたまちづくり

【安芸川に関する取組】

・堤防や護岸の強化の推進、総合治水等による内水氾濫への対応を図り、土砂災害等の危険性のある地域は、土砂災害防止への取組などに
　より、自然災害に強い地域づくりを推進。

・安芸平野を取り巻く山地等の自然環境の保全や多自然川づくりの促進。

【伊尾木川に関する取組】

・沿線地域や土砂災害等の危険性のある地域は、堤防強化の推進、総合治水等による内水氾濫への対応、土砂災害防止への取組などにより、
　自然災害に強い地域づくりを進めている。

・河川、沿岸域の山地等の自然環境の保全や多自然川づくりや水質や生態系の保全とともに親水空間としての整備を推進。

　　　　　　　安芸川・伊尾木川流域における都市計画区域について（高知県） そなえる

【都市計画区域等】

・安芸都市計画区域Ａ=524ha（非線引き都市計画区域）

・立地適正化計画は策定していない。
・主な都市施設：都市計画道路、都市計画公園、緑地、下水道、市場。

16
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土地利用の検討（安芸市） そなえる

高規格道整備・重要施設移転に伴う課題

▼都市計画区域内外の適切な土地利用について検討が必要。特に、
IC周辺は利便性や利用価値から民間開発の需要も高まるため、
土地利用のコントロールによる計画的なまちづくりが必要。

▼IC南側などの都市計画区域内は、県道安芸中インター線の整備、
地区計画の導入などにより、計画的な土地利用を進めることが
可能であるのに対し、市役所移転、学校統廃合による移転先は
都市計画区域外となるところも多く、農地と調和した土地利用
の保全、無秩序な開発の抑制が重要な課題。

●将来人口や産業の見通し、総合計画などまちづくり計画の進捗
状況等を把握のうえ、都市計画区域の見直しについて検討。

●地区計画制度等の都市計画手法を活用できるようにすることで、
無秩序な都市化をコントロールし、安芸市の持続可能な発展に
資する適正な土地利用を進める。

高規格道整備・重要施設移転に伴う課題

雨水流出による河川や排水路の洪水負担を軽減するため、
市街地周辺の農地や山林を保全し、無秩序な開発を抑制。

17

安芸川・伊尾木川水系



市役所移転

県立中高等学校移転

市立新統合中学校

そなえる　　　　水害リスクの低い地域への重要施設の移転（安芸市）

●市役所新庁舎イメージ

18

高知県防災マップ（津波浸水想定区域）

安芸川・伊尾木川水系 そなえる



　水防情報システム（水位・河川監視）による水防情報の提供（高知県）

水位状況 河川監視カメラ

そなえる

19

安芸川・伊尾木川水系



高知県防災アプリの活用（高知県）

▼気象情報や避難情報、河川水位や土砂災害の危険度など避難の判断に必要な情報を自動的にプッシュ通知。
▼カメラ機能では、24時間前から現在までの河川水位の変化などを確認可能。
▼防災マップ機能では、開設された避難所の位置やハザードマップ、避難所までのルートなどの確認が可能。
▼グループ機能で家族や近所の方を登録しておけば、自分の安全を知らせたり、ＳＯＳを発信することが可能。
▼幅広い年代が使用できるよう、各年代に合わせた「一般モード」、「ジュニア（こども）モード」、「シニア
（高齢者）モード」の切替機能あり。

高知県防災アプリ

そなえる
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洪水浸水想定区域図（高知県） そなえる安芸川水系

想定最大規模 計画規模

氾濫流 家屋倒壊

21



洪水浸水想定区域図（高知県） そなえる伊尾木川水系

想定最大規模 計画規模

氾濫流 家屋倒壊

22



　　土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域について そなえる

出典：土砂災害防止法「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律について（平成29年9月, 全国地すべりがけ崩れ対策協議会） 23
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高潮浸水想定図の作成（高知県）

土佐湾沿岸
海部灘湾沿岸

豊後水道東沿岸

平成27年5月の水防法改正により、想定し得る最大規模の高潮に対する避難体制等の充実・強化のため、浸水想定
区域を公表する制度が新たに創設されたことから、想定し得る最大規模の高潮による浸水の危険性についての高潮浸水
想定区域図の作成を行い、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害の軽減を図る。
令和3年度より県内3沿岸全域において高潮浸水想定区域図の作成に着手する。

そなえる
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　　防災重点農業用ため池の浸水想定区域図（高知県）

国は、浸水想定区域の中に家屋や公共施設が存在し、人的被害を与える恐れのあるため池を「防災重点農業用ため
池」と定義することとしており、県とため池のある市町村とで調整のうえ防災重点農業用ため池を決定している。
防災重点農業用ため池について、ため池が決壊した場合の下流の家屋や公共施設等への浸水による影響範囲を浸水
想定区域図として公表している。

そなえる安芸川・伊尾木川水系

龍王池
安芸市ため池氾濫危険地図（龍王池版）
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土砂災害危険箇所マップの周知（安芸市） そなえる

安芸市
○土砂災害警戒区域（イエロゾーン）：300箇所
○土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）：278箇所

安芸川・伊尾木川水系
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津波ハザードマップの周知（安芸市） そなえる

27
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ため池ハザードマップの周知（安芸市） そなえる

安芸川・伊尾木川流域内にある防災重点ため池
3池について、「ため池ハザードマップ」を令和２年度
に作成した。
「ため池ハザードマップ」は、ため池が決壊した場合
の浸水深や、浸水の広がる時間などを氾濫解析シ
ミュレーションによって予測し、地図に浸水区域（被
害が予想される範囲）や洪水到達時間を表示。ま
た、緊急時の避難場所（学校、公民館など）や避
難経路となる主要道路も標示している。

28

安芸川・伊尾木川水系



　　　　　　土砂災害防止法・水防法への対応について（高知県・安芸市）

（H29水防法及び土砂災害防止法改正）

・　避難確保計画の作成

・　避難訓練の実施

　（H29水防法及び土砂災害防止法改正）

・　浸水想定区域、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設を地域防災計画に位置付け

・　洪水、土砂災害ハザードマップの公表

①　H27年1月に「土砂災害防止法」（H13.4施行）が改正され、土砂災害警戒区域の指定に加え、速やかな公表が義務化された。

②　H27年9月関東・東北豪雨の洪水氾濫被害を受けて、H27年11月に「水防法」が改正され、洪水に係る浸水想定区域について、　　
　想定し得る最大規模の降雨を前提とした浸水想定区域の公表が義務化された。

③　H29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために、市町村は、
　浸水想定区域・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設を地域防災計画に位置付ける等が義務化され、また、施設管理者は、避難　
　確保計画の作成等が義務化された。

④　H29年6月、国土交通省は「社会資本整備審議会河川分科会大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会」の答申を
　踏まえ、緊急的に実施すべき事項のうち、概ね5年（H33年度）で取り組む事項について、緊急行動計画として取りまとめた。
　　その中で、令和3年度末までに、対象となる全施設で避難確保計画の作成・避難訓練を実施することが明記された。

「水防法」に基づく浸水想定区域の指定及び公表 「土砂災害防止法」に基づく土砂災害警戒区域の指定及び公表

国

市町村

施設管理者

国 県 県

そなえる
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自主防災活動の推進（安芸市・流域関係者） そなえる

30

誰でも無理なく参加しやすい組織づくりの工夫 女性の視点を取り入れた地域防災

■取組の内容
　安芸市自主防災組織連絡協議会では、平成25年より役員を男女2名
ずつとし、女性の意見が反映されるよう取組んでいます。
また、大規模な災害対策・事後の対応・生活は、行政だけでなく全

市民の取組が無ければ成り立ちません。その中でも、女性の視点から
の意見・取組は、防災活動を進めていくうえでとても大事なものです。
　平成25年11月より女性部会を立ち上げ、「女性だけの参加者」で、
避難所運営や要支援者対策などの勉強会のほか、家具転倒防止対策や
護身術など様々に活動しています。

■活動の様子

安芸川・伊尾木川水系



　　　　　　　　防災拠点と災害時緊急輸送ルートの確保（国、高知県、安芸市）

高知東部自動車道・阿南安芸自動車道、（県道）安芸中インター線、中央線、安芸病院球場線、安芸漁港からの
海岸線、安芸IC～県立あき総合病院への新ルートなどにおいて緊急輸送道路網の形成を図る

そなえる
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　　　下水道における災害支援協定（国、高知県、安芸市）

　大雨・豪雨等の災害発生時に備え、県、16市町村及び関係団
体と下記の３つの協定を締結している。

・災害時における下水道施設を管理する市町村等の相互支援に
　関する協定（県、16市町村）
・災害時における高知県内の下水道終末処理場及びポンプ場の
　復旧支援に関する災害支援協定
　（県、16市町村、日本下水道事業団）
・災害時における高知県内の下水道管路施設の復旧支援に
　関する協定
　（県、16市町村、公益社団法人日本下水道管路管理業協会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※（）内は協定締結者を示す

　市町村の下水道担当者を対象に、気象庁（高知地方気象台）
や四国地方整備局（下水道係）などから講師を招き、高知県の
気象特性や防災気象情報、下水道における都市浸水対策の最新
の情報などについての勉強会を平成27年度から年１回程度実
施している。

　県内の下水道において、大雨・豪雨等の災害により被害が生じた施設の早期復旧等を図るため、災害時の支援協定を
締結するなどの対策を行っている。

雨の勉強会実施状況

◆下水道事業を実施している16市町村

　高知市、安芸市、南国市、須崎市、宿毛市、四万十市、香南市、
　香美市、東洋町、芸西村、土佐町、いの町、中土佐町、越知町、
　梼原町、四万十町

※下線部は雨水対策を実施している11市町村を示す

大雨・豪雨等に備える下水道の対策

　中国・四国地方の自治体において、大規模地震やその他災害に
より、被災自治体では対応が困難な下水道施設の災害が発生した
場合に備え、中国地方整備局、四国地方整備局、県（中国・四国
地方）、市（県庁所在地）、日本下水道事業団、公益社団法人日
本下水道協会等の関係機関で、災害時相互支援体制を整備してい
る。

　当ルールに基づき、災害支援連絡会議を年１回開催するととも
に、年２回程度、情報連絡訓練を実施している。

①　災害時の支援協定

②　中国・四国ブロックの下水道事業災害時支援に
　　関するルール

③　雨の勉強会

そなえる
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　　　災害時の支援協定（安芸市、流域関係者、民間企業） そなえる

33

協定等の名称 相手先 締結日
姉妹都市災害相互応援協定 兵庫県たつの市 H13.12.12
災害救助用備蓄物資の保管に関する協定 高知県 H19.10.31
高知県内市町村災害時相互応援協定 県内各市町村 H20.1.25
高知県消防防災ヘリコプタ－支援協定 高知県、県内各市町村 H20.7.30
災害時における情報交換及び支援に関する協定（リエゾン協定） 国土交通省 四国整備局 H23.11.1
農業集落排水施設災害対策応援に関する協定 国内参加市町村 H24.1.4
災害時における下水道施設を管理する市町村等の相互支援に関する協定 県内各市町村 H25.7.23
安芸圏域内における広域避難に関する協定 高知県東部9市町村 H27.12.22
大規模災害発生時における施設使用に関する協定書 高知県 H28.7.11

千葉県富里市 H28.3.29
広島県広島市 H29.11.2
岩手県雫石町 H30.11.21

■医療に関する協定
協定等の名称 相手先 締結日

災害時の医療救護活動及び医薬品等の供給に関する協定 高知県薬剤師会　安芸支部 H26.4.1
高知高須病院附属安芸診療所 H27.9.15
EASTマリンクリニック H27.9.15
株式会社　メディコ
有限会社　あき薬局
有限会社 西田屋薬局
有限会社　あき薬局
有限会社 西田屋薬局 H21.3.30
有限会社　あき薬局 H23.10.1

■食料・飲料水等物資の供給に関する協定
協定等の名称 相手先 締結日

大規模災害救助に必要な食料品等の調達に関する協定 株式会社マルナカ　安芸店 H17.10.25
株式会社安芸ショッピングセンタ－ H17.11.8
東部フ－ヅ H18.6.20
土佐あき農業協同組合 H17.11.17
小松　聡 H18.3.16
小松　昌平 H18.3.17
横田 省悟 H18.3.17
廓中ふるさと館 郷土料理研究会 H18.3.17
ＮＰＯ法人コメリ災害対策センタ－ H21.7.30
こうち生協協同組合 H24.7.13

よどやドラッグ安芸駅前店 H24.10.15
ファミリーマート 安芸矢ノ丸店 H25.9.30
小松　茂 R2.8.25

災害時における救援物資提供に関する協定 四国コカ・コ－ラボトリング株式会社 H17.8.23
大塚ベネックス有限責任事業組合 H20.1.24
株式会社ムラタ H20.2.18
ダイド－・タケナカベンディング株式会社
ダイド－ドリンコ株式会社

災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 株式会社　ゼンリン H26.8.20
緊急災害時の備蓄品の倉庫使用に関する協定 すまいる　あき H23.4.28

■行政機関相互の応援に関する協定

H24.12.28

H20.3.21

H23.10.1

災害救助に必要な白米の調達に関する協定

災害時における自動販売機在庫品の無償提供に関する協定

非常時における飲料供給に関する協定

災害時における医薬品の管理及び搬送に関する協定

災害時における医薬品の提供に関する協定

安芸市災害救急医薬品等整備管理に関する協定

災害時における相互応援に関する協定

■避難場所・避難所に関する協定
協定等の名称 相手先 締結日

大規模災害発生時の支援協力に関する協定書 ニッポン高度紙工業株式会社 H17.7.26

大規模災害時における避難所としての施設の使用に関する協定 安芸建設協会 H26.9.19
大規模災害時における避難所としての施設の使用及び
救援物資の提供に関する協定

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合 H28.12.26

地震津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定 安芸広域市町村圏事務組合 H29.9.30

■応急対策に関する協定
協定等の名称 相手先 締結日

災害時等の応急対策活動協力に関する協定 安芸建設協会 H18.5.9

災害時等の応急活動に関する協定 安芸市上下水道工事業協同組合 H23.7.26

高知県被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定 社団法人　高知県建築士会 H24.3.21
有限会社　梶原建設 H26.9.1

株式会社　石建組 H30.7.23

有限会社　白川 H24.10.11
全日本葬祭業協同組合連合会
四国ブロック会高知県葬祭業協同組合

H24.11.13

一般社団法人全国霊柩自動車協会

高知県霊柩自動車協会

災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 株式会社　アクティオ H24.6.11

■電気供給に関する協定
協定等の名称 相手先 締結日

災害時における電気設備等の復旧に関する協定 高知県電気工事業工業組合　安芸支部 H23.9.30

四国電力株式会社 高知支店

四国電力送配電株式会社 高知支社

■燃料供給に関する協定
協定等の名称 相手先 締結日

社団法人高知県エルピ－ガス協会安芸支部 H23.6.13

土佐あき農業協同組合 H25.9.9

株式会社　武井石油店 H29.3.27

有限会社　並村石油店 H29.2.1
竹内石油 H29.2.1

■情報収集・通信に関する協定
協定等の名称 相手先 締結日

事故・災害時における電話使用に関する協定 四国電力株式会社 高知支店 H20.11.10

災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフ－株式会社 H24.11.1
災害時における電気通信設備等の復旧に係る相互協力に関する協定 西日本電信電話株式会社 高知支店 H26.4.9

ＧＰＳ波浪計観測情報配信システムを使用した情報の活用に関する協定 国土交通省 四国整備局 H27.2.23

災害発生時における安芸市と安芸市内郵便局の協力に関する協定 市内郵便局 H27.5.26

■トイレに関する協定
協定等の名称 相手先 締結日

芸陽清掃社

安芸清掃社

畠山衛生社

西部衛生社

■防災対策活動への協力に関する協定
協定等の名称 相手先 締結日

防災対策活動への協力に関する協定 株式会社　フタガミ H25.3.5

H24.11.13

災害時における燃料の供給に関する協定

災害時におけるし尿等の収集運搬の協力に関する協定

H27.8.20

H27.8.17

R3.9.14

大規模災害発生時における支援活動に関する協定

災害時における葬祭用具等の供給に関する協定

災害時における遺体の搬送に関する協定

災害時の協力に関する協定

災害時における応急生活物資の供給に関する協定

安芸川・伊尾木川水系


